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予算決算委員会総務文教分科会会議記録 

（令和８年度当初予算審査） 

１．日 時 令和８年２月２４日（火）  ９時３０分開議 

令和８年２月２４日（火） １６時００分散会 

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 原田豊彦座長、安井博幸副座長、本多紀元委員、前田えり子委

員、野々村康委員、向井千尋委員、上田英樹議長 

４．欠席議員 なし 

５．会議に付した事件 

 議案第３６号 令和８年度丹波篠山市一般会計予算 

６．議事の経過 

原田座長 挨拶 

 

原田座長 開議宣告 

９：３０ 開議 

■行政経営部 

日程第１ 議案第３６号 令和８年度丹波篠山市一般会計予算 

 

行政経営部説明 

【主な質疑】 

安井副座長   篠山医療センターから兵庫医大撤退したことによって、大学病院ということ

で 1億 2000万ですか。年間、国からお金が来ていたと思いまして、それが、

そのまま向こうへ渡されてたと思うんですけども、国から入ってた 1億 2000

万というのが、どこの項目に入ってるのかよく分からなかったので教えてもら

えますか。 

行政経営部   兵庫医大への補助金は約 1.2億円でしたが、8割が特別交付税として入って

きている形になっております。今回その歳出がおりませんので、特別交付税の

予算を 1億円減額して計上しています。 

安井副座長   要するに特別交付税が 1億円減額ということで、これが組み込まれてるとい

う理解したらいいんですか。それで実際これ予算組まれて指標などの数字は、

少しずつ改善してると思うんですけども、ただ、今回、当初予算に入っていな

い。例えば篠山医療センター関係が、補正で入ってくるとこれこの辺の数字が

かなり悪化してくるんじゃないかというのをちょっと私は危惧してるんです。
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それは今ここに入ってこないのだから議論のしようがないんです。ただどの程

度悪化するのかなという、ちょっとその辺りの見込みというか、財政課ではど

う捉えられてるのか、その辺りについてお尋ねしたい。 

行政経営部   兵庫医大が撤退という中で、今後、土地建物等、購入する予定があると、我々

も聞いております。まずは買うに当たっての借入金を行わないと、それだけ大

きな金額を 1度に出すというのは難しいです。借入れを行うということは、将

来的に返済というものを行っていきますので公債費とかの指数に一定影響が

あるというところであります。 

ただ一方で貸付けによる収入が見込まれるというふうにも聞いております

ので、返済の期間と貸付けの収入の長さに差異はあるかもしれませんけども、

考えとしては、貸付けによる収入で賄えるというふうに、考えております。 

安井副座長   今のお話ですと要するに一旦、市が買うけども、向こうから、賃借料払って

もらえるから、財政的にはそう大きく悪化しないというふうに見込まれている

と理解していいんですね。 

行政経営部   トータルで考えたら計画的には、市の負担分を賄うことができるというふう

には考えておりますけども先ほど申し上げましたように、返済が例えば、ある

程度短くて、貸付けによる収入がもう少し長い期間で入ってくるってなると、

当面少し厳しい状況というのは、発生する可能性はあります。 

安井副座長   ということは借入金の公債費とか、その辺りと、やっぱりその辺バランス取

っていかなきゃいけないというふうに思われているというふうに理解してよ

ろしいか。 

行政経営部  可能であればその公債費の返済に合わせて使用料が入ってきたら理想的では

あるとは思いますが、そこはなかなか思いどおりにはいかない面もあると思い

ますので、少し返済が前倒しで、多いということでしたら、慎重な財政運営を

していく、その期間はそういうことが必要かなというふうに考えています。 

企画総務部   今、申し上げたことに補足をさせていきますと、現時点で借入れの期間の条

件としては、正確にはまだ把握していません。ですから購入する場合の借入れ

先との条件がそろった上での話になってまいりますから、ただ、返済の財源は

いるという話にはなるもののタイムラグによる一時的な負担が発生する時期

が発生する想定されます。ですからこれ楽観は決してはいけない。それは慎重

に取り組んでいかないといけない。 

安井副座長   わかりました。 

上田議長    1点だけ、持続的発展計画の推進については、これは施政方針にも書かれて

おり、今回の説明頂いた、当初予算の概要にも示されております。 

そうした中で、令和 8年度当初予算説明資料の 7ページの中で、これ委員
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報酬等もありますが、特に施政方針、また予算の概要の中では、今後も各種

事務事業の見直しを継続して行い安定した財政運営となるよう継続していき

ますという文言が並んでおります。継続ということで令和 8年度はどのよう

な、事務事業を全部見直されようとされるのか。 

また、今回、委員報酬は多分これの最終的な報告の委員報酬が上がっとる

と思うんですが、特に令和 8年度、この財政持続的発展計画の年間スケジュ

ールの主な内容、その辺だけお示しいただきたいです。 

行政経営部   持続的発展に向けた具体的な方策ですが、当然今後も見直しを続けていきま

す。どのように見直しを続けていくかなんですけれども、今年度全ての事業の

見直しを行い、常に予算の編成のときにも予算見直しを継続してきましたけれ

ども、まださらに違う角度からも、全ての事業について見直しができないか、

そこもあわせて、続けてやっていきたいと思っています。8年度は、それにま

た加えて公共施設の見直しの検討をまず進めていきたいというところと、各種

使用料についても、20年ぐらい見直しが全くできていない状態ですので、進

めていきたいと考えております。 

上田議長    違う角度からというのは、公共施設等の関係、また使用料等の関係を示され

ておるのかというところと、これは今後の理事者協議になると思うんですけど

も、やはり事業のもうビルドある程度もう仕方ないところあるんですけど、ス

クラップ等もやはりやらなければいけないというところまで、違う角度という

ところに入っておられる。その辺のちょっと意気込みをお願いします。 

行政経営部    令和 7年度の見直しの時ももちろんスクラップも考えつつ、見直しを進め

ましたが、十分ではなかった点もあるのかもしれないですし、その辺りも含め

て、もう一度、全ての事業の見直しを進めていくと考えています。 

上田議長    財政持続的発展計画について、令和 7年度も取り組んでいただきましたが、

まだ、見直し、踏み込みは必要かなと思います。 

安井副座長   説明資料 7ページの持続発展計画推進なんですけども、これは、委員報酬が

ありますけども、これはどういう方が委員になられて、委員の謝金は 1回 4000

円だったと思うんですけども、何人ぐらい。どういう方が選ばれるのかなとい

うのは気になっています。その辺り教えてください。 

行政経営部  推進委員会の委員の人数は今、現状は 10名です。学識経験者といいますか弁

護士や税理士の方であったりとか、そういう専門的な知識を持ちの方とまた、

市民の公募の方として応募頂いて、委員になっていただいてる方も 1名おられ

ます。 

安井副座長   弁護士の方なんかに入ってもらってこの 7万 2000円の予算でいけるんです

か。そういう方、要するに一般市民やったら 1回 4000でいけると思いますが、
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弁護士とかそういう方に来てもらう場合は、何万円とか要るんじゃないんです

か。 

行政経営部  その委員の報酬につきましては附属機関ということで条例上 1回 4000円とい

う形で決まっておりますので、あと大学の教授の方につきましては年間につい

てアドバイスを受けるということで、別にこれも条例で決まってるんですけど

も報酬を支払うこととなっています。 

   

【主な質疑】 

安井副座長   説明資料 24ページに航空写真のことが書かれていまして、しばらくできて

なかったから、今回行うということなんですけどこれは、市内全域と理解して

いいんですね。 

行政経営部   航空写真に関してなんですけれどもおっしゃるように市内全域となります。 

安井副座長   もちろん全域で、市民がこれを閲覧できるようになるのは年度末というふう

に理解していいんですか、それとももう少し早い時期に行われるんでしょう

か。 

行政経営部    事業としては2月頃に事業公開のシステムの導入をして3月には公開する

予定です。 

上田議長    賦課徴収の関係の 27ページなんですけど、銀行振り込みの方、それと直接

会計課へお持ちの方。振り込みの方の大体の割合、お持ちの方を割合、特に

27ページにはコンビニ収納代行手数料があるんですけど、納付方法によりど

れくらいの割合になっているのか、詳細を教えていただきたい。 

行政経営部   納付の方法としてはいくつかありますが、割合としまして 1番多いのは、納

付書になっております。今年度の詳細の数字は手元ありませんのでまた後ほど

提出をさせていただきたいと思います。今までの窓口でお支払いになられた方

がＱＲコードを今導入しておりますので、そちらのほうでＱＲ使っての方がど

んどん増えていっているような状況です。今後は、納付書窓口払いはかなり減

った上で、ＱＲコード、増えてくると思いますが、コンビニ収納に関しまして

はほぼここ数年同じというような割合になっております。 

上田議長    コンビニ収納代行手数料を予算で上げられてるので、やはりその詳細等はや

っぱり、きちっと提示頂いたらうれしいなと思います。 

安井副座長   27ページですけども、会計年度任用職員ですけども、これは今まで勤めて

おられる方にまた引き続きやってもらうのか、それとも、新人の方なのかお尋

ねします。 

行政経営部   市民税の賦課の繁忙期が 1月から翌年度の 5月までになりますが、短期で複

数名、慣れた方にお声掛けして、来ていただいております。通年で来ていただ
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いているのが、これまで定額減税関連とかで、来てもらっていた方に、特に固

定資産税なんですが、相続が発生した事案とかで、相続調査に手間がかかって

る関係で、通年で週 3日、5時間ぐらいで、来てもらっておりまして、来年も、

その方には引き続きお願いしたいと考えております。 

安井副座長   そうやって経験者に、引き続きしていただけたらいいかなとは思っておりま

す。 

行政経営部   また、説明で言わしてもらったのですが、来年度 8月をめどに、新たに徴収

専門員というような形で、国税や県税で滞納処分等に携わってこられた方に、

新たに募集しまして来てもらおうと考えております。それによりまして、徴収

のスキル、経験年数等が少ない関係で、なかなか思い切った処分とかできない

ところがありますが、そういう知見を活かしながら強化していきたいと考えて

おります。 

安井副座長   今、言われたのは 1番上の行にある、会計年度任用職員の報酬ということに

含まれてるんですか。 

行政経営部   含まれております。 

安井副委員長  印刷製本費っていうのがあるのですけども、これは何年分かまとめてされて

るんでしょうか。それとも、これは本年度の財源に必要な分なのか、お尋ねし

ます。 

行政経営部   内容によりましては複数年分、再発行納付書ですとかそういったものは、2

年分 3年分とか印刷することがありますが、基本的には納税通知書等、単年分

で計上しております。 

野々村委員   24ページの航空写真撮影及び地番図公開業務っていうのはあるんですが、

これの歳出の部分ですね、これが、28ページの委託料のところにあるかと思

うんですが、項目の名称として上がっていないのでどの部分が、この歳入の

24ページの計上されているものに該当するのか、説明を求めます。 

行政経営部  こちらの航空写真の業務ですが、28ページになります。委託料の内訳の 1番

下、評価替業務委託料になります。 

野々村委員   理解いたしました。歳出の分については、4647万 5000円で歳入がそのうち

に、市債でこの金額を発行するということですね。 

この航空写真を撮られるという情報は庁内で共有されているのでしょうか。

部署によっては、市道台帳図とか農道台帳図で航空写真とか捉えている部分が

あろうかと思います。そういうことを事前に調査して、それが使える部分と今

回やろうとしている部分が、重複していないかというのは、1番目の質問です。 

今回撮影されるのでこれをもってしたら、ほかの部署でされる地図を作成す

るための業務が来年とか再来年に予定されるようなものが不要になるのでは
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ないかと思いますが、そういうような情報共有ができているのか。もう一度言

います。一つ目の質問は、今回、航空撮影をされるところについて、もう近年

重複するような、航空撮影を行った部署がないかというチェックはできていま

すか。2番目は、今の情報をほかの部署に提供して、来年度以上以降にそうい

うようなことを予定されている部分が重複しないように、庁内協議はなされて

いるのか、その 2点について説明を求めます。 

行政経営部   まず 1点目ですが、他部署で撮影したものと重複していないかということの

確認ですけれども、私の確認した範囲でいくと農政の分野のほうで、衛星写真

を用いた撮影を社会実験も含めて行ったということはお聞きをしております。

ただ固定資産税の航空写真に関しては、現状の衛星写真の精度でいくと固定資

産の判定に用いられるような制度を満たしていない状況がございます。衛星写

真の場合は雲がかかっていたりということがあったりして、なかなか使え言い

切れないというところがございますので、把握はしていますが、今回固定資産

の課税に必要ということで航空写真の撮影を行うというものになります。 

2点目は、情報政策とも協議をして予算を計上しておりまして、本来、市と

して全庁的に使える航空写真でありますとか、地番、地図情報というのは共

有しておくべきですが、なかなか今現状できていないということがあります

ので、協議をした上で、今後、他の部門でも使えるようなものを前提として

予算計上しているというようなものになります。 

野々村委員   庁内で、無駄のないようにお取組をお願いいたします。 

原田座長    21ページの歳入のところですけども、原動付車両管理 3,455台だというふ

うにお聞きしたんですけども、最近原付というと 50ｃｃのバイクが製造でき

なくなって、125ｃｃぐらいに変わってるんですけど、それによってその税収

の変化みたいなのがあったら教えてください。 

行政経営部   原動機付自転車の 50ｃｃは新基準に変更となっており、昨年の秋頃から、

順次メーカーからも発売されると聞いています。ただ現状としては、新基準原

付の登録はほとんどない状況ですので、今のところ税収の変化というところま

では見込んでいません。 

原田委員長   今後の方向とか、次年度以降とかはどうなりますか。 

行政経営部   税額自体は変わりませんので、基本的には同水準の税収を見込んでおりま

す。 

安井副座長   市の所有する土地なんかに、草刈りなんかに結構、お金使ったりしています

けどそれは、管財の職員がされてるんですかそれとも、委託されてるんですか。 

行政経営部   市有地の草刈り等につきましては、主にシルバー人材センターのほうに委託

しています。 



7 

 

安井副座長   例えば、北糯ケ坪の県住跡地なんかかなり大きな広い面積やったと思いま

す。私 10年ぐらい前に、一般質問をして早く売却しなさいと言ったんだけど

も、まだいまだに市が管理して、草刈りしているわけですね、もちろん土地を

きちんとしてないと売却できないからという話だったんですが、余りにも、時

間がかかり過ぎてるように思うんですがその辺りいかがですか。 

行政経営部   糯ケ坪の土地に関しては、本年度、７月から公募のほうを開始しておりまし

て、売却のほうを進めているんですけれども、なかなか応募者がいないという

状況でありまして、今まで 2度公募してるんですけれども、応募者がいない状

況となっております。土地の整理については終わっておりますので、今後、二

つに分けて公募していました区画を合わせて公募したり、また金額面を見直す

であるとか、検討しながら早期に売却のほうを進めたいと思っております。 

安井副座長   例えば北糯ケ坪の県住跡地の場合、かなり広い面積ですけども、あそこは住

宅地として、販売を考えておられるのですかそれとも、工場とかそういう企業

誘致を考えておられるんですか。 

行政経営部   今は地元のほうの意向もありまして、分譲住宅用地として用途を限定して公

募のほうをしているところです。 

安井副座長   あそこちょっと土地が低いのが欠点かなと思いますので、糯ケ坪とかあなた

あたりは結構冠水しやすいとこですから、宅地にするんであれば、盛土という

か、それが必要かなと思うんですけどそれは、購入された業者のほうに任すと

いうつもりで今考えておられるんですか。 

行政経営部   土地に対する手当てに関しては購入者のほうで実施していただくというこ

とで進めております。 

野々村委員   10ページの委託料について、資格審査事務委託料、これについては、先ほ

ど御説明頂いたんですが 2年に一度入札参加資格者の登録事務ということを、

業務を委託するということで考えたらよろしいんでしょうか。 

行政経営部  そのとおりです。2年に 1回の定期受付分に係る委託料です。 

野々村委員   その入札参加資格の登録事務っていうのは、やはりいろいろ専門的な知識も

必要かと思いますが、この委託というのはどういうような方法で、委託しよう

とされているのかその委託方法について説明を求めます。 

行政経営部   令和 6年度に入札参加資格の電子申請を実施しております。その事業者につ

いては、入札参加資格申請の専門性有しており、兵庫県内でも約半数の市町で

契約を締結している実績があります。委託でマニュアルを作成し、そのマニュ

アルに基づき審査業務を実施していただく考えです。 

野々村委員   理解いたしました。専門的業務をされているところへ委託されるということ

で、随意契約を行われるということで理解したらよろしいですか。 
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行政経営部  そのように考えております。 

野々村委員   地方自治法に基づいてやられるということであれば、それで理解いたしまし

た。もう 1点お願いいたします。13ページの右の委託料の 1番下に、樹木伐

採業務委託料というような形で、市有地支障木伐採ということで、100万を超

える金額が計上されているんですが昨年の 3倍以上の金額ではないかと思い

ますので、この支障木は、どこにあって、どういうような理由でこの委託業務

を執行されるのか。その業務の場所や伐採の方法等の委託の内容について説明

を求めます。 

行政経営部   昨年 33万円の予算でした。例年、市有地から伸びる木の伐採について、要

求しているところなんですけども、今回に関しましては、立町の「まけきらい

稲荷」の参道で非常に高い木が斜めに生えてるということで、地元の方から要

望がありまして、この大きな木を切るために、予算を追加要求しているところ

です。地元要望に従いまして、箇所を増やして委託をするという予定ですので

この金額になっております。 

野々村委員   私は非常にいいことだと思います。そういうところ細かいところで大木があ

ってそれが腐食して、それが倒れることにより、近隣の家屋であったり、いろ

いろな市民の財産に損害を与えるということを予見するというのは非常に大

切な仕事ではあろうかと思います。 

本多委員    9ページの庁舎案内版広告料について、これは具体的にどこの広告を指すも

のか教えてください。 

行政経営部   庁内案内版は、庁舎入口すぐの左側に市内の地図や、庁舎の案内図、業者広

告と一体になったものが設置してあり、それを指しております。 

本多委員    先日財政持続的発展に向けた具体的な方策の中に広告料の自主財源の確保

の中に広告料の確保ってありましてそこには、エレベーターとかトイレ、公用

車についても、実現可能なものから検討しますというふうに記載がありました

が、こちらについては今回この当初予算の中には組み込まれていないという認

識でよろしかったでしょうか。 

行政経営部   当初の予算の中には入れておりません。 

本多委員    次の年度等に向けて検討頂けたらと思います。 

上田議長    管財契約課の方々は、当初予算説明資料に載ってないところで相当大きな業

務もされていると思うんです。といいますのは、やはり様々な分野の設計監理

をされております。どのぐらいの設計業務をされているのか。事業量も合わせ

て教えていただいたらうれしいと思います。 

行政経営部   年ベースで言いますと大体 50件越えの設計業務とそれから監理業務をさせ

ていただいております。来年度に関しましては、川代体育館の改修工事といっ
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たような、非常に大きい案件もございます。 

上田議長    今、それを 2人でされているのですか。 

行政経営部  さすがに金額の大きい工事ですので、正副担当という形で分けて業務をさせて

いただいているんですけれども、どうしてもマンパワーが足りない部分ござい

ますので、その場合は係員全員で取り組むという形で対応させていただいてお

ります。 

上田議長    この予算の中には出てないんですけども、本当に管財契約課の方々は、50

か所を全て設計して監理するだけでなく、庁舎管理や土地寄付などの多くの業

務をされとるのに、敬意を表しとるところです。委託に出したら、設計監理は

早いんですけど、できるだけ職員のスキルを磨くというところもあるかもしれ

ませんけども、本当に頑張っていただいておるということで本当うれしく思い

ます。 

安井副座長   説明資料 15ページのところ、電話交換業務委託料、これ 1000万近くかかっ

ています。今のＩＴとかの発達した時代に、いかにも昭和のやり方かなと思い

ますので、やはりこういうのは、やり方自体を変えていかないと、例えば各個

人に勤務時間中には、携帯電話を持たして直接かかるようにするとか、ロボッ

トに開発とか、そういうことを考えて業務を減らしてほしいなと思うんですが

担当としてはいかがでしょうか。 

行政経営部   生の人の声があると安心感があるという事もありますし、去年の予算と比べ

ましても減額をしています。今まで 3人の予算計上だったのですけども、それ

を 2.5人としていますが、どうしても人件費も上がってますので、人数を減ら

してもその金額的には抑えることはできませんでしたが努力はしています。今

後も研究はしていきたいなと思っています。 

安井副座長   働き方としてフリーアドレスのような、先進自治体も取り組んでおられます

ので、電話交換がなくてもできるような、仕事に変えてほしいなと思っており

ますので、また検討ください。 

原田委員長   16ページの電気自動車の購入が新規で上がっていますが、これと、9ページ

の脱炭素化の導入の歳入が上がってますその関係をちょっと詳しく教えても

らったらうれしいです。 

行政経営部   電気自動車の購入と脱炭素化の歳入関係ですが 9割の充当ができる起債に

なっており、9割分が歳入となっています。 

行政経営部   先ほど言わしてもろたとおり充当率 90％になりまして、交付税措置につき

ましては、元利償還金の 30％ということになっております。 

安井副座長   現在、公用車として電気自動車は何台あって、どのような活用をされていて、

今までのガソリン自動車と比べて、職員さんにとって使い勝手はどうなのかと
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か、電気自動車の使用状況を詳しくお知らせください。 

行政経営部   電気自動車として、本庁舎に配備しているものは 6台。用途として広報の配

布や、文書逓送であるとか、そういう業務に活用しています。 

安井副座長   電気自動車は、軽自動車ばかりですか、それとも普通社サイズもあるのです

か。 

行政経営部    普通乗用車が 1台ございます。あとは軽自動車です。 

安井副座長   今回予算に計上しているのは軽自動車ですか。 

行政経営部    軽自動車の乗用車タイプの購入を考えております。現在は軽貨物車が 3

台あり、今回の購入は乗用車タイプでと考えております。 

 

■会計課 

日程第１ 議案第３６号 令和８年度丹波篠山市一般会計予算 

  

会計課説明 

【主な質疑】 

安井副座長   使用料及び賃借料のところで、情報サービス利用料というのが、去年に比べ

たら 3分の 2ぐらいに減っています。減った理由を説明ください。 

会計課     現金融機関の月額で約月 7500円弱となっており、前の金融機関は月額の使

用料が 1万 9000円と、現金融機関のシステムのほうが安くなっております。 

安井副座長   振り込み手数料も、現金融機関になって大幅に減ってますよね。 

現金融機関でこの安い金額で行っていて、次、前金融機関に変えるっていうの

はすごい抵抗を感じますけども、それは決まりでどうしようもないもんなんで

すか。 

会計課     両行に公金の口座開設をしております。どちらの銀行が上番であるときにし

ても、口座自体は閉鎖などせず開設をしたままの状態でおります。業務に応じ

て例えば、現金融機関につきましては、市民の方々は、多くの方が口座を持っ

ておられて、お取引もされているのですけども、市外の方であるとか、市外の

企業の方との取引の場合のときなどは、都銀の指定をされることがよくありま

して、前金融機関の口座を利用したいと言われることも多くありますので、ま

た国庫金の支払いなどについて、前金融機関でしか、日本銀行代理店の納付書

のものを処理ができませんので、業務全体の効率や安定性の確保を両行でして

いただいとるということで、できているのではないかなと考えておりますの

で、今後も、費用が大きい小さいはありますが、輪番の体制をとっているのが

よいのではないかなと考えております。 

安井副座長   事情はよく分かりました。 
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野々村委員   最近、強盗事件とかが報道されていますが、防犯対策等はされておられます 

か。 

 

会計課     必要に応じて防犯対策を講じております。 

安井副座長   現金の取り扱いは、キャシュレス時代ではあるが、どれくらいあるのか。   

会計課     防犯上、詳細には言えないですが、一定の現金の取り扱いはあります。 

 

■議会事務局 

日程第１ 議案第３６号 令和８年度丹波篠山市一般会計予算 

 

議会事務局説明 

【主な質疑】 

安井副座長   8ページの需用費の中に参考図書購入代っていうのがありまして、2万円な 

んですけど、前年度は予算が 4万円だったのが半減されてまして、何で半減さ

れたのかなというのがちょっと気になってます。 

議会事務局   こちらの金額につきましては、今年度、予算査定の中で厳しい財政状況もあ

りますので消耗品のほうで少し減額をさせていただきまして、できるだけほか

に影響がないような形で計上させていただいております。 

議会事務局   議会改革推進特別委員会で、議会基本条例の検証において、議会図書室を充

実させていくためにはどうしたらいいかと協議頂きまして、その結果、令和８

年度より市立図書館と連携してはどうかと方向性になりました。先ほど、課長

申し上げたように、需用費自体の予算減額に伴い図書購入金額を減額せざるを

得ないのですが、補完できるものとして市立図書館と連携を来年度から実施

し、充実に努めていきたいと考えていますのでご理解頂ければと思います。 

安井副座長   政務活動費補助金ですが、これ 18人になってますけど、これまで議長には、

払ってなかったんじゃないかと思ので、17人でいいんじゃないかと思うんで

すが、いかがでしょう。 

議会事務局   政務活動費につきましては、会派無所属議員に対して交付ができるというこ   

とになっております。慣例として、議長は政務活動費の申請をされていません

が、制度の仕組み上、18 名全員の政務活動費を確保するという観点から、18

名分で確保させていただいております。 

野々村委員   1ページの歳入について、広告料で 1万円の単価を 4回で 4社ということで

すが、昨年度の予算計上されてるのは、1万円を 4回 2社と 2万円を 2社とい

うような、形あったものが今回変更になってるんですが、どのような内容で変

更に、特に 2万円かける 2社というのはどういうようなシステムの広告なのか
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ということで、まず 1点教えてください。 

議会事務局   昨年度につきましては二色刷りが 2社で 40,000円と、カラーが 2社で80,000

円でさせていただいておりましたので、それで 12万円ということで計上させ

ていただいたんですけど財政持続的発展計画の見直しということで今回 16万

ということで、全てカラーにさせていただきまして、収入とさせていただいて

おります。 

野々村委員   カラーと二色刷りで単価が違うということを今年度はされていたんですが、

来年度からは全てカラーで、広告を載せるということですね。事業者にお声が

け頂いて、それでもう内諾を頂いてるということでよろしいんでしょうか。 

議会事務局   こちらにつきましては、広報特別委員会のほうで募集をさせていただいてお

りますので、その中で確保できるかなというふうに現在考えております。 

野々村委員   それを目標に取り組まれるということで理解いたしました。 

続いて 2ページのデジタル活用推進事業債についてですが、充当率は 90％とい 

うことで、御説明頂いたんですが、これの交付税算入率は幾らになっておるん

でしょうか。 

議会事務局   こちらについては、50％が交付税措置されるというふうに確認しておりま

す。 

野々村委員   有利な財源を確保していただいてなかなか気がつかない部分かと思います

御努力に感謝します。 

議会事務局   事業債を今財源としてつけていただいているのですけども、新しい地方経済

生活環境創生交付金にも申請をさせていただいております。採択されるかどう

かは、3月以降の発表ということになっておりますので、当初予算の申請時に

は間に合っておりません。もし、採択されましたら、財源が変わるということ

になりますので、補正対応させていただきたいと思っております。 

野々村委員   交付税の算入になるものに財源を気づかない部署があるので、いつもこう 

いうようなことをいろいろ研究してくださいよというお願いをしていて、その 

中で幾つかそういうようなことを見つけていただいたということについては 

敬意を表しますし、できるだけとれるように頑張っていただくようお願いいた 

します。 

安井副座長   12ページの傍聴者用モニターリアルタイム字幕というのがあってそれに 5

万円が 12か月で 66万円ということになってるんですけど、リアルタイム字幕

をするソフトに対する費用というふうに理解していいんですかね。 

議会事務局   この経費につきましては、リアルタイム字幕を行うパソコンの通信費用にな

ります。議場で取り込んだ音声をパソコンから、クラウド上で、字幕に変換す

るシステムとなっており、そのシステム利用料が月額 5万円、税別でかかって
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きます。 

安井副座長   毎月っていう格好ですけども、本会議って毎月じゃないんで、必要なときだ

けっていうわけにはいかないんですね。 

議会事務局   おっしゃるとおり、毎月かかってくるコストと考えております。なお、本会

議がなくて、使用しない際は、市が主催する事業等でも、字幕表示のサービス

が、精度は落ちると聞いておるんですけれども、活用もできますので、議場で

使わない際には、そういうところでも活用できるように取り組んでいきたいと

思っております。 

安井副座長   ぜひそのようにして有効活用を図っていただきたいと思います。ほかの部署

との連携をどうぞよろしくお願いします。 

■企画総務部 

日程第１ 議案第３６号 令和８年度丹波篠山市一般会計予算 

 

企画総務部説明 

【主な質疑】 

本多委員    説明資料 10ページの地域おこし協力隊ですが、令和 8年度から新たに入っ

てもらう人数が減っていると思うんですけども、それについて教えていただき

たいです。 

企画総務部   地域おこし協力隊の今回の事業委託料並びに、支援補助金について、計上

さしているわけですが、この地域おこし協力隊につきましては、今回、財政

持続的発展計画にかかる歳入歳出の見直しの際にも、説明をさせていただい

たところですけども、先ほど説明いたしました、現在ですね起業型で 12名、

あと、テーマ型の隊員が 1名ということで 13名の隊員が在籍しております。

令和 8年度からはこの隊員については 9名ということで、これから基本的に

は 3名の方を隊員として募集をしていくということで、2年間継続しますので、

2年間の中では、これから 6名の隊員というふうなことで、隊員数のほうは少

なくなっていくわけなんですけども、地域おこし協力隊については本多議員

も御存じのとおり、地域課題の解決や地域活性化につながる活動に取り組ん

でいくというところであるんですけども、最近隊員の数が多くなっていると

いうところで、なかなかその活動の内容についても濃淡が出ている状況だと

いうのは、現実としてあるわけなんですけども、このあたりについても、先

ほど申し上げました、やはり地域課題の解決、地域活性化につながる活動を

きっちり行っていただきたいと考えています。大多数の方がこの起業支援型

ということになっているのですけども、やはり自ら事業を起こすことだけに

専念するということだけでなしに、やはり地域のことも考えてですね、そこ
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を活動していただくというようなところから、もう少し活動の内容について

も、こちらとしましてもコーディネーターが 2名おるわけなんですけども、

その辺りとも連携をしながらですね、よりこの制度の趣旨に沿ったような形

での運用をしていきたいというところで、今回、人数についても、絞らせて

いただくような方向で考えております。 

本多委員    地域おこし協力隊は全国でも非常に評価されていて、実際に移住につながる

確率もかなり高いということで、非常に期待されるとこだと思います。 

   しかし、活動の濃淡があるというですけども、これは人数が多いから起こっ

たことなのかそれともマネジメントが徹底できているのかどうかという課題

もあるかと思います。人数を減らしたことによって、マネジメントがうまくい

くかどうかについてはまた改めてそこも踏まえた上で、課題解決にちょっと考

えていただけたらと思います。 

向井委員    施政方針の 6ページの中で、新たな取組として令和 8年度から、総務省の施

策であるふるさと住民登録制度を活用し、地域に関わる人関係人口を増やし、

地域の担い手確保と活性化に努めますとありますが、この事業については、こ

の予算的にはどこにあって、具体的にこれはどんなふうに進めようと思われて

いるのでしょうか。 

企画総務部   総務省の制度でありますふるさと住民登録制度の件ですけども、今回、丹波

篠山市として、やはりこの制度導入に当たって、モデル事業として、やってい

こうということで、今準備を進めているところです。このモデル事業のほうが

採択されるかどうかというところは今後、まだ結果を見てみないと分からない

んですけども、予算につきまして、この分については当初予算では計上してお

りません。 

このモデル事業に採択をされますと、総務省のほうで、このふるさと住民

登録制度アプリの開発とかいろいろ準備とか進めていくわけなんですけど

も、制度導入に当たっては、総務省のほうで事業者の選定をし、事業者のほ

うから、例えばサポート体制に入っていただくとかっていうふうな人的な、

サポートとかをされようとしています。市としては、そのような状況を聞い

ておりますので、現在のところ、予算計上はしておりません。 

ただし、令和 8年度事業を進めるに当たりまして、実際に例えば推進して

いく費用とか、広告費とかですね、あと場合によっては、アプリの開発関連

につきまして、予算が生じる場合が出てくる可能性もありますので、その辺

りについては補正予算等でまたお願いをしていきたいというふうに考えて

おります。 

向井委員     分かりました。そしたらこの採択が決定するのは大体いつぐらいの予定で
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しょうか。 

企画総務部    時期的には 3月の中旬から下旬ぐらいに、採択の結果が出るというふうに

聞いております。 

向井委員     そしたら具体的にもう取り組むのは、6月補正以降という感じになります

か。 

企画総務部   実際に採択されまして、早ければ 6月補正でその費用については提案をさせ

ていただきたいというふうに は考えております。 

向井委員        はい、分かりました。新規事業ということで、新しい取組、大変期待してお

ります。もう 1点、施政方針では 7ページで、予算のほうの説明でも先ほどあ

ったんですけれども、鳳鳴高校の 150周年記念で、高校生が地域ライター部を

設立ということで、これも新しい事業なんですけども、もう少し具体的にどん

なことを高校生がやるのか、これは学生自体が主体的な声として上がってきた

のか、それとも創造都市課から出たらどうやって提案されたのか、何でこうい

う事業が生まれたのか具体的にどんなことされるのかというところをお願い

します。 

企画総務部   鳳鳴高校の関係人口創出事業になんですけれども、市で二地域居住の推進を

令和 7年度ですね国交省の補助を受けて進めております。一般社団法人の丹波

篠山観光まちづくり機構、ウィズ篠山、株式会社ＮＯＴＥとともにですね二地

域居住について促進をしております。8年度の事業といたしまして、現状少子

高齢化も進んでおりますし、地域の担い手のほうが不足しておりますので、地

元を盛り上げるという意味で新しい事業を考えておりました。 

それで、一つのモデルとしまして創立 150周年を迎える鳳鳴高校の現役の

高校生や卒業生をモデルとして、関係人口の創出事業を行おうと考えており

ます。 

具体的な内容ですけれども、篠山鳳鳴高校の魅力発信を行うというところ

で、実際に現役の高校生が卒業生の方にインタビュー等をしまして、高校卒

業したらこういうふうな感じで活躍しているというようなことをインスタで

ＰＲしたり、また地域の企業さんにインタビューしに行ってもらって、企業

のいいところを発信してもらったりとかですね、地域ライター部という位置

づけなので部活のような形で発信していくというようなものを立ち上げてい

ただきたいなというところが 1点あります。また卒業生がどうしても鳳鳴高

校はほとんど進学されますので、一旦は、地元を離れてしまいますが、また

帰ってきてもらう機会の創出をするためにですね、オンラインであったりオ

フラインであったり、集う場というところでコミュニティーを形成しようと

いうところで考えております。月 1回ぐらい、どこかのお店とかを借りて、



16 

 

卒業生が集まる場であったり、またそういった場合に、地域で活躍されてい

る方とかを招いて、丹波篠山市では今こんなことが課題でとかいうようなこ

とを話し合っていただいて、それだったら自分はこういうふうに、応援する

ことができるよとかいうような話をしていただくような機会をですね、定期

的に開催できる、継続していけるようなコミュニティーを、つくっていこう

というのが一つあります。そういった活動を続ける中で、一旦、丹波篠山市

を離れられたとしても、また帰ってきたりして、地域の力となっていただけ

るのではないかというような、そういった内容となっております。 

向井委員     部活として、学生さんがそういうようなインタビューであったりとか、集

い場であったりとか取り組むということですけど、その部活というのは例えば

既存にある部活を何かそういうふうにプラスして活動されるのか。それとも新

たに部員を集めて部活をつくるというふうに考えられているのか、どんなイメ

ージなのかなと思いますがどうでしょう。 

企画総務部   先ほどちょっとイメージで部活のようなものっていうような形に申し上げ 

たので、これから進めていく中で鳳鳴高校の先生方とですね、お話合いさせ 

ていただいてできる範囲で活動をしていただけるような体制を相談してい 

きたいと思います。 

向井委員    分かりました。ぜひその若い力を期待しておりますし、本当にその高校生が、

主体的に、自分のこともまちのことも考えていると思いますので、どうか主体

的な活動になるようにと思います。 

安井副座長   4ページの下から、2番目の兵庫新ＩＣサービス整備補助金というのが、こ

れ新しくできる事業だと思うのですけども、国からの交付金を使って、県がさ

れるのかなと思うんですが、もう一つイメージがよく分からな分からないもの

ですから詳しく説明してもらえますか。 

企画総務部   兵庫新ＩＣサービス整備補助金でございますけども、こちらは令和 8年度か

ら新たに実施する事業でございます。内容といたしましては、兵庫県内の全域

で交通系ＩＣカードによるキャッシュレス決済の導入、それからシームレスな

移動の実現など、誰もが利用しやすい環境を整備することで、公共交通として

の持続可能性を高めることを目指して、現在兵庫県が主体となって、兵庫ＩＣ

サービス整備協議会というのを立ち上げて事業を行おうとしているところで

ございます。具体的な内容でございますけども、2点ございます。 

1点目といたしましては、キャッシュレス決済に必要なサーバーの構築とい

うのを構築いたします。こちらキャッシュ決済を導入するためにはですね、

専用のサーバーを構築しないといけないんですけども、こちらはですねサー

バーについては事業の規模に関係なく、非常に大きな額、大体 1億円ぐらい
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必要だと言われております。この費用をですね、小規模の事業者が導入する

ということがなかなか難しいということで、こういった協議会を参画する団

体で皆さんで負担金を出し合って、導入していこうというものでございます。 

今、36市町と 6事業者とあと国・県で 2団体です。県の団体でこの協議会

設立しているのですが、この団体みんなでサーバー費を負担することで、ス

ケールメリットというのを生かすことができますし、また、国とか県の交付

金というのも活用できます。これからですね、市内で走らせているデマンド

バスについてもですね、現金決済のみとなっているんですけども、これから

キャッシュレス決済を導入していくに当たりまして、今回構築した共通プラ

ットフォーム、このサーバーを活用することでもデマンドバスのキャッシュ

レスも、安価に導入しているというような内容でございます。 

2点目といたしましては、バスに設置する車載器に関する補助でございま

す。路線バスが今運行しているバスに搭載されている車載機なんですけども、

そちらがですねニコパーカードもそうなんですけども導入から 20年ほどがた

っておりまして、機器が老朽化のほうをしてまいりまして、更新とか、部品

がなくて更新ができない、また更新費用が非常に多額であるということを理

由に更新がなかなか難しいというようなお話を受けております。それに伴い

まして、ニコパーカードについて、維持できるかどうかが分からないという

ようなお話も頂いてまして、それに代わる新しいＩＣカードを導入しようか

というようなお話も社内で検討されているということをお伺いしておりま

す。 

現在の二コパカードにつきましては、カードに直接金額とかを書き込むＣ

ＢＴ方式っていうのをとっておるんですけども、それであるとですね、どう

してもお金をチャージするために、どうしてもその窓口に行かないといけな

いとか、定期券を買うために窓口に行かないといけないっていうようなデメ

リットがありまして、今回新たに更新しようとしている、車載器については、

ＡＢＴ方式で、サーバークラウド型のサーバーと通信するようなシステムに

なるんですけども、そちらであれば、今持っている交通系ＩＣカードに自宅

からオンラインでチャージすることができます。定期券は、自分のカードに

定期の機能を付与するとか、そういった機能も付与できると、そういったこ

ともできるようになると聞いております。現在、兵庫県全体で来年度取り組

むことなんですけども、例えば丹波篠山市では上限運賃制 200円というのを

やってますけども、別の市町では上限運賃制をやってたり、例えば高齢者だ

けこの運賃にしますよとか、いろんな制度を各自治体がやってやっているん

ですけども、利用者さんからするとですね、県内をいろいろ移動するときに、
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それぞれカードが違うので、何枚もカードを持ってですね、県内その自治体

に応じたカードを出して移動しなければいけない。また、但馬地域のほうで

は、バス会社なんかもそうなんですけども、キャッシュレス決済が導入され

ていないということもありまして、但馬地域のほうに行くと現金で払わない

といけないというようなこともありますので、今回、この皆さんで負担金補

助金を出してですね、共通サーバーと車載器を全部整理することによって、

1枚の交通系ＩＣカードで、県内をずっとシームレスに移動することができ

る、そしてその自治体に応じた、制度、地域独自の制度とかですねそういっ

たことにも対応できるというような制度になってございます。 

また、新しく入れようとしているＩＣカードには、マイナンバーカードと

の連携機能というのも付与しようと思っておりまして、それができると、市

民だけ上限運賃を幾らにするとか、丹波篠山市にお住いの 70歳以上の方だ

け、運賃割引ができるとかですね、そういう機能もこれから付与できるとい

うようなことも聞いておりますので、そういうことを令和 8年度に実施して

いく費用として、丹波篠山市の負担額として今回、246万 2000円を計上して

おるところでございます。 

安井副座長   今聞いた感じでは今路線バスの二コパカードも将来的にはこの新しいＩＣ

サービスに移っていくというふうに理解していいわけですね。 

企画総務部   今のところ公式的にはちょっと発表されてないんですけど、新しいカードに

移行していくというような流れで、今進めておられるところでございます。 

安井副座長   あとですね鉄道は、ＩＣＯＣＡがありますけども鉄道のＩＣＯＣＡとの関連

はどういうふうに、それはまた別のもんというふうに考えたほうがいいんです

か。 

企画総務部   現在ＪＲ西日本のほうでＩＣＯＣＡカード導入されておりますけども、実は

この路線バスも、ニコパカードに変わっていくカードを利用しようと今されて

おります。ＩＣＯＣＡカードであれば、鉄道も、関西全域、東京のほうも行け

ますけども、いろんなバスとかでも使えますし、既にシステムとして構築され

ておりますので、そのＩＣＯＣＡカードに路線バスがニコパーカードで今まで

できてた機能を付与していく。そのために、今回共通サーバーと車載器をＩＣ

ＯＣＡカードにも適用できるようにしていくというようなことを今考えてお

られまして、そのほうが安価に整備できるということと、なおかつもうＩＣＯ

ＣＡカードはもう既にかなり利用者の方おられますので、持ってる方はかなり

多いですので、そのままＩＣＯＣＡカードを使って、今までと同じように、ニ

コパの上限運賃割引ができるようなシステム、改修をしようとか、そういうこ

とを進められておるところでございます。 
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安井副座長   路線バスが、ＩＣＯＣＡ使うんやったらこの日、新ＩＣサービスは、どうな

りますか。 

企画総務部   路線バスが、今までニコパカードを運営してたんですけども、今回、出す補

助金っていうのは、路線バスとか、北部のほうの全但バスとか淡路交通とかで

すねそういったところはまずキャッシュレス決済のサーバー自体を持ってい

ないので、ＩＣＯＣＡカードを適用しようと思っても、まずサーバーがないの

で、キャッシュレスが導入できないというところになってます。 

まずは、キャッシュレス決済が導入できてない事業者や、ニコパーカードを

導入してる路線バスとか、そういうとこが集まった事業者たちで共通のサーバ

ーを整備して、キャッシュ決済ＩＣＯＣＡカードが、路線バスとかでも利用で

きる、サーバーをまず構築するというなところで、共通サーバーをまず設置す

る補助金、それから、今現在バスに実際に登載されている車載器ですね、そち

らのほうは今ニコパカードの車載器になっておるんですけどもそちらのほう

がかなり老朽化しておるので、このままですと、新しいＩＣＯＣＡのＡＢＴ方

式といいますか、そのサーバーをぴっとやったときにですね、今まではそのカ

ードに書いてある状態、書き込んである情報を車載器に読み込んでたんですけ

ども、ＩＣＯＣＡとかですと、タッチするとですね、タッチされた車載器が直

接クラウドにですね、情報をサーバーに情報を取りに行って、この人のカード

には今幾らが残ってるっていうのを判断するとので、オンライン上で持ってる

カードに 5000円チャージとかを申請するとそのカードにですね、その日にサ

ーバーにそのデータが行きまして、そのカードに 5000円が入ると、タッチし

たときに、車載器に行くというような形になっております。そういう方式に変

えていくためにこの費用を計上しているところでございます。 

企画総務部   今説明をさせていただいたところなんですけども、路線バスのほうがですね

今まで独自でニコパカード等で運用してたニコパカードが 9年度末で廃止を

されます。廃止をされるそのあとに、10年度からＩＣＯＣＡに切りかわりま

す。そのことについて、兵庫県全体で取り組んでこれをやっていこうというの

が趣旨でございます。 

上田議長    デマンド交通については、大変右肩上がりで乗車率が増えとるという答弁は

たくさん頂いてますが、チャージの関係の上限運賃事業補助金、これ今進捗ど

うなってますか、右肩上がりで利用されているのか下がってるんか、その辺の

状況だけごく簡単に。 

企画総務部   右肩上がりに上昇しております。キャッシュレス決済のですね利用率に二コ

パの利用率というのを出しておりまして、令和 4年からですね、令和 4年が

30.1％だったものが、令和 5年には 31.2％、令和 6年には 36.6％と、キャッ
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シュレス決済のニコパカードの利用率というのは非常に右肩上がりに上がっ

ております。 

上田議長    なぜこれ聞くということは、本当にこれ便利なもので、どんどん広げてもら

ったらうれしいなというふうに思っているのと、ニコパカードが廃止されると

聞いているので、ニコパカードに相当チャージしている人もいる中で、ＩＣＯ

ＣＡ変わったときにニコパカードのチャージをそのまま流れるというような

可能性もあると思いますので、令和 9年度からなりますので、それだけはきっ

ちりしてほしいと思います。令和 8年度には、その辺はきっちり周知されたら

いいかなと思いますんで、ニコパカードからＩＣＯＣＡへのチャージ残金の

件、よろしくお願い申し上げます。 

上田議長    ふるさと住民登録制度なんですけど、予算にはないということでどうかなと

いうふうに思ったんですけど。部長と次長が行かれた。丹波地域の政策懇話会

で、私のほうから丹波県民局長に、これは推進していただきたいので県も応援

頂きたいということをお願いしました。総務省の令和 7年の補正でこれ 3.5

億円がついとって、多分 2月 20日応募締切りも締め切られたと思います。採

択団体が 10団体から 20団体ということで大変厳しい狭き門でございます。ど

のように申請されたのか、そして、万が一これ狭き門ですんで、予算にはない

けど、施政方針や当初予算の概要の中ではきっちりと進めますと謳われてい

て、万が一採択されなかったら、どのように進めようとしているのかお聞きし

ます。 

企画総務部   今回ふるさと住民登録制度ですけども、先週の 20日締切りということでエ

ントリーさせていただきました。これでもし採択されない場合なんですけど

も、これにつきましても、丹波篠山市としてですね、この事業については、取

り組んでいく考えでおります。今回モデル事業として国のほうも先にですね、

応募されているわけなんですけども、4月から以降、同時進行で、そのモデル

事業の自治体もそれ以外の自治体も一緒に進んでいくということもあります

ので、モデル事業が取れなくてもですね、そこは同じく進めていくというふう

な考えでおります。 

上田議長    総務省のほうから、他の補助金も今度は令和 7年度補正でついていますの

で、その辺を進めていただきたいなというふうに思っています。もしこれ丹波

市が平成 30年度からふるさと住民登録制度で独自のことをやっています。住

民票を発行した後、カタログ送るやり方なんですけど、そっちのほうされるん

かなというふうに思ってましたので、総務省のモデル事業取れなくても、総務

省がほか推進事業組んでますんで、そのほうを持っておられるんかなというふ

うに思いましたんで、よろしくお願いしたいと思います。 
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     神戸大学と20年のシンポジウムこれ予算見たらちょっと分からないんです

けど、もうごく簡単にどのようなシンポジウムをされるのか、予算に計上さ

れてるのかちょっとお聞かせください。 

企画総務部    官学連携の 20周年記念事業の内容なんですけれども、こちらの予算につい

て全体として、地域づくり支援事業負担金として計上しております。 

その中で、今回約 90万円がこの 20周年記念事業になっております。 

その費用の使い道についてはですね、記念シンポジウムであったり、あとこ

れまで学生連携の関係で、実践農学の関係であったりとか、また専門研究会

など事業やってきていますので、そういった関連するイベントであったり、

あとですね説明申し上げました、記念連携事業に関する書籍出版、そういっ

た事業に取り組む費用として計上しております。 

上田議長    当初からかかわれておられました、中塚教授もおられますので 20周年とい

う、一つの節目として、次の 10年に取り組んで頂きたいなと思います。地域

連携から、包括連携があって、キャピタルまでずっと続けてきましたので、ぜ

ひとも次の展開に向けて取り組んでいただきたいと思います。 

最後 1点だけ、中央団地については、グリーンファクトリーなど、大変立地

が進んでおります。 

特に犬飼初田地区が残っていて、今回の事業概要の中には、積極的にＰＲを

行い企業誘致に努めますとありますが進捗状況はどうなっていますか。 

企画総務部   犬飼初田農工団地につきましては、この用地について興味を示しておられる

ところがございますので、進めるべきかどうかというところについては、調査、

検討しています。今後におきましてもですね、やはり地域の方も、早く何とか

売ってくれという話も聞いておりますので、その辺りについては引き続きです

ね、取組を進めていきたいと思います。 

安井副座長   7ページのところですが、負担金補助金のところなんですが、丹波の森協会

分担金というのが、前年度と比べたら 150万ほど増えていまして指定管理者の

変更によるものでしょうか。金額がかなり増えた理由をお尋ねします。 

企画総務部   今回の協会負担金、前年度と比べますと 160万程度増加しております。これ

につきましては人事院勧告等によります協会職員の処遇改善による増加とい

うことになっておりますので、今回指定管理として、来年度から全但バスのほ

うで指定管理としてお世話になりますが、その分についての上乗せということ

ではございません。 

安井副座長   増加率が大きいなというのがすごい印象があります。あともう一つ、この項

目で昨年までは、ＪＲ福知山線の期成同盟会の負担金というのが入っとったん

ですけど、これが削除されている理由をお尋ねします。 



22 

 

企画総務部   ＪＲ福知山線複線化期成同盟会負担金ですが、4ページをご覧いただきたい

と思います。公共交通対策事業の負担金補助及び交付金のところに計上させて

いただいております。 

原田座長    5ページの予算の中で、二地域居住促進事業委託料というのが挙がってまし

て、予算書見た限りではふるさと住民登録制度の予算かなというふうに思いま

して説明を聞きました。内容は異なっていました。その中で地域ライターの創

出ところについても二地域居住促進みたいな文言が出てきますし、何となくぼ

んやりとは目的は分かるんですけど、詳細な説明をお願いします。 

企画総務部   先ほど御質問頂きました二地域居住促進事業委託料の中身につきまして、説

明資料の 6ページの後半部分には少し書かせていただいておりますが、関東か

らの認知度向上と関係人口の創出事業をさせていただく予定となっておりま

す。こちらはですね国交省の補助を受けまして二地域居住の事業を今年度 7

年度ですね進めていく中で、どういった方が二地域居住を実際ですね、希望さ

れている方がどれぐらいいて、どんなところがっていう調査からまず今年度始

めたんですけれども、その結果は移住相談に来られて、移住に強い意思を示し

て、空き家バンクの利用登録をされた数が 154世帯ありました。そのうちです

ね、二地域居住を希望された数が 51世帯いらっしゃって、全体の約 33％。が、

二地域居住も考えられているという結果が出ております。居住地ですが、兵庫

県が 26世帯の 50％ぐらいです。あと大阪府が 21世帯で 40％ぐらいありまし

て、もうほとんど 9割がですね、関西圏の方が希望されているというところが

調査結果として出ました。今までどおりですね関西圏にＰＲしていくことも、

もちろんなんですけれども、ちょっと認知度のない首都圏、関東のほうにもで

すね、認知度向上のために、関係人口の創出に向けて新たな層への働きかけが

必要なのではないかというところです。55万円は、青山藩のつながりで、東

京の青山通りや若者が集う渋谷を舞台にしてＰＲの活動を計画しております。

それが、今挙げさせていただいている。二地域居住促進の分になります。 

原田座長    ふるさと住民登録制度との関連もあるように思うんですがいかがですか。 

企画総務部   ふるさと住民登録制度にも関連になるんですけれども、もちろんそのアプリ

とかをですね開発する中で、いろいろ登録していただかないといけないと思う

ので、東京に行ったときに参加された方にも、そういったアプリとかをですね、

登録していただく予定にはしております。 

企画総務部   今回ですね、二地域居住、特に関係人口もですが、当然その関係人口の中で

も濃い関係人口といいますか、その辺の方を獲得していくかというところで、

今年度からですね、二地域居住の取組を重点的に進めています。これを次年度

につなげていって、関西圏だけじゃなく、関東圏の方からもですね、移住者を
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引っ張ってこようというふうな中で、今年の二地域居住の取組の第 2弾という

ふうな形で、取組を進めている、進めていくというふうなところです。 

先ほど言いました鳳鳴高校は地元高校生を中心にやっていく。もう一つは、関

東圏のこういう方を獲得していきたいというところで、実は東京の東急不動産

が保有されています施設がございまして、こういうところで、イベントとかが

できますので、こういうところを何とか引っ張ってきたいなというふうな思い

で予算計上しております。 

上田議長    今回、ふるさと住民登録制度と二地域居住について答えていただいたのです

が、これはプラスは関係人口だけですので、推進するには先ほどの鳳鳴高校と

連携は行ったうえで、ぜひとも観光交流部と連携をとっていただきたい。単な

る暮らし案内所だけのことではなく、もっともっと広がっていくと思います。    

特に美食街道で大阪と丹波篠山とつなぐ連携軸を考えられたり、先ほど言わ

れた、大阪等の関係もありますんで、是非とも観光交流部の取組と連携を深め

て、このふるさと住民登録制度を進めていただきたいというふうに思ってます

んでよろしくお願いします。 

企画総務部   今の件につきまして今回ふるさと住民登録制度をエントリーする際に、大阪

観光局さんともですね、その辺り話をさしていただいて、美食街道で、そのよ

うな取組されるというところから、連携してやっていきたいということで進め

ておりますので、今後もそういう形で進めていきたいとは思います。 

前田委員    1ページの官学地域連携事業ですが、いろいろ地域に関わってくれた若い人

たちや、その後も何かでつながって活動してくれてるっていうふうな雰囲気が

とてもあるんですけども、地域おこし協力隊なんかは本当に定着率が良いとい

うか、その後、起業して生活してるっていうような人たちが多いっていうよう

なこともありますし神戸大学の農学部なんかから始まった実践農学も長い歴

史があるように思うんですけども、そういう子たちも、やっぱりその地域と何

か関わってつながってるっていうような感じがすごくするんです。 

そんな中で、この地域連携事業の中で、学生による地域貢献活動推進補助金

というのありますけれども、今この本市で、いろんな学校、大学が入ってきて

活動されてるんですけども、今どれぐらいの大学が活動されてるいて、どんな

活動されてるかっていうのを教えていただきたい。 

企画総務部   学生等による地域貢献の補助金の活用団体なんですけれども、今現在ですね、 

トータルで 7大学になるかと思います。武庫川女子大学、神戸大学、神戸学院

大学、関西大学、大谷大学、関西学院大学、関西国際大学というような大学の

サークルに活動頂いてる状況です。 

前田委員    私が住んでる大芋地域でも、公共交通で学生が入って、一緒に活動してくれ
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ると地域も元気になるし活気づくというか、うれしいなというふうに感じてき

ました。若い人たちが関わってくれる、そういうところに力を入れていただき

たいなというと思いますし、何かそれ 1回きりで切れてしまうんじゃないと思

いますが、実践農学を大芋地区をしたんですけれども、いまだにやっぱりつな

がってるんですね。その当時の大学生と畑をしに来たり、実家のほうに帰って

も、何かのときには連絡をくれたりこっちも連絡したりってね、何かそういう

関係がほかの地域でもあると思いますし、その二拠点とかいろんなつながりを

つくっていくっていう中で、ぜひこういう若い人たちの活動を大事にしてまた

その成果もちゃんと受け止めて、市民に返していただきたいなっていうふうに

思います。 

企画総務部   今週の土曜日、28日なんですけども、研究発表会ということで、質問頂き 

ました学生等による地域貢献活動の内容についても、それぞれの大学から研

究した成果等も発表させていただく予定にしております。実践農学のほうが

今年については後川地区で実施をしていただきました。今、議員おっしゃる

とおり地域の方もですね、やはり 1番言われたのが、もうこれで終わりじゃ

なしに、やっぱりこれからもお願いしたいというようなことも言われてまし

た。それで学生のほうも、そこは引き続きできるだけ来たいというような話

もしておられましたので、やはりこういうことがいろいろと今後つながって

いけるようにですね、こちらも支援、取り組んでいきたいなと思います。 

安井副座長    9ページですが、ふるさと納税のことなんですけど、令和 7年度と同水準 

である寄附額 6億 5000万円を目標というふうに書かれてますが、同水準にさ 

れる理由と、ガバメントクラウドファンディング、企業版ふるさと納税とい 

うのは、具体的な取組について説明していただけますか。 

企画総務部   まずふるさと納税の 6億 5000万といった目標なんですけれども今までは右 

肩上がりに推移してきた状況がございましたけれどもやはり制度内容が

年々、厳正化されてきております。経費率であるとか返礼品率を厳しく制 

限されたりとか、その分自治体の使える費用、経費を増やしていくっていう

側面もあるんですけれども、1番大きいのは、ポイント制度、10月にポイン

ト制度が廃止になったっていうところがまず 1番大きいのと、あと、お米で

すねお米の需要がすごくあった特殊要因があったところが今、市場に米の量

も大分流通しておりますし、価格も落ちてきてるというところもあって、今

までのような外部環境が同じような環境が続いていくかってなかなか難し

いというところで、今回は本年度と同じ水準で 6億 5000万というとこを目

指していくというところで設定をしております。あと、ガバメントクラウド

ファンディングや企業がふるさと納税とまだ全く通常の個人向けのふるさ
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と納税とは別の仕組みではありますけれども、ガバメントクラウドファンデ

ィングについては、ふるさと納税の仕組みを使いながら使途に結構スポット

を当てた制度になっておりますのでいろんな魅力的なプロジェクト、活用し

ながらですねガバメントクラウドファンディングをやっていきたいという

ことと企業版ふるさと納税は税効果といった側面でこれも返礼品はないん

ですけれども企業活動ＰＲっていうところで、企業版ふるさと納税というと

ころも、活用できる、財源になりますので、通常の返礼品っていうところは

ないんですけれども企業はふるさと納税についても引き続き推進していき

たいというところで記載をしています。 

安井副座長    今までガバメントクラウドファンディングとか企業版ふるさと納税をし

ていただいたとこありますけども、そういうところに引き続きお願いすると

か、そういうことに対してはいかがなんでしょう。 

企画総務部    継続してプロジェクトを実施してきた分については引き続きやっていき

ますし、新たな企業版については既存の先でなくても、中間事業者とも提携

しながらですね新しい寄附先を増やしていくというところを目指していく

予定です。 

本多委員    先ほど、部長からも説明あったんですけど、生成ＡＩのシステム導入される

ということなんですが、予算として、この 27ページのどこに当たるのかって

いうのと、どういうサービスを導入されるのか教えてください。 

企画総務部   生成ＡＩにつきましては、使用料及び賃借料、各種システム利用料の中にご

ざいます。金額が月額 8万 5000円のランニングコストと、初回に研修等で 20

万円の予算を計上しております。内容につきましてはＬＧＷＡＮ回線で使える

ＡＩの生成サービスでございまして、入力した内容は学習しないといったセキ

ュリティーも確保したものにございます。 

安井副座長   28ページですが、コンピューターリース料 1200万余りですが、これは何台

分ですか。 

企画総務部   今回は 1人 1台のパソコンをリースで計上しております。台数につきまして

は 269台になります。内容としましても、3種類ございまして、14型のモバイ

ル型を 76台、据置き型の 15.6型のものを 23台と、あともう少し機能を落と

したものを 170台ということで計上しております。 

安井副座長   下に液晶ディスプレー等を置き、機械器具と書いてありますが、これは、15.6

インチとかで小さいため仕事がしにくいんので、このディスプレーを別に買わ

れるんだと思うんですけどこれは何インチで何台なんですか。 

企画総務部   今回 14型のモバイル端末を購入します。こちらのほうが 76台にな 

りまして、そのうち 1人 1台パソコンに充てるのが 71台でございます。 
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この 71台につきましては、画面がどうしても小さくなりますので、ディスプ

レーを 71基購入するという形で考えております。ディスプレーの大きさです

が、21インチを想定しております。 

安井副座長   従来よりも、それで仕事がはかどって残業が減ればいいと思いますが、その

辺を期待しておりますので、よろしくお願いします。 

上田議長    施政方針の 88ページ、職員が働きやすい職場づくりの中で、令和 8年度か

ら、開庁時間を 9時から 17時までに 45分間短縮、そして市職員に対するカス

ハラ対策基本指針の策定、正職員名札をフルネームから氏のみに表記される

と、この三つが挙げられております。その中で、これに関連してお聞きするん

ですけど、先ほど説明頂いた当初予算の人件費一覧表で前年度と同じ正規職員

数でいく中、まず時間外手当については 129万 3000円の増額、これは、給与

報酬等が上がったせいかなと思っておるんですけど、やはり働きやすい職場の

中で、この時間外手当定を短縮できる働きやすい環境づくりが必要かと思いま

すが、開庁時間が短縮されたことによって、残務整理等が、時間外にまで及ぶ

想定で予算編成されたのか、いや単なる、前年度と同じ時間数掛ける、1時間

当たりの増額を見込まれてここに上げておられるのか、この考え方を教えてく

ださい。 

企画総務部   時間外勤務手当については今年度と同じ時間外勤務時間を想定したものと

しております。ただし、人事院勧告で給料も引上げがありますのでそれを考慮

して少し増額をさせていただいたという状況です。 

上田議長    意見ですが、今回、開庁時間を短縮していますので、昨年度並みの時間外勤

務手当を計上されたんですけども、若干その辺も 1年を見る中でどうなったか

なという、何のために開庁時間を短くしたのかというのをきっちりと考察され

るべきと思います。 

上田議長    細かい点で次の関係なんですけど、管理職手当が 300万の減額、これは管理

職が少なくなるという計算なのか。それとプラスアルファは通勤手当、これは

余りその給与等は関係ないと思うんですけど、人数が変わらず、通勤手当が約

これ 488万なんですけど、これが増えておる、少し理由を教えていただけます

か。 

企画総務部   まず管理職手当については、令和 7年度当初時点では 108名で管理職員を計

上しておりましたが、令和８度は 101名の実績での計上としております。通勤

手当については、令和 7年人事院勧告によりまして、通勤手当の改定があり、

10キロ以上の通勤手当が 200円から 7000円ほど増額されたということがあり

ますので、それによる増額となります。 

上田議長    最後、先ほどの言いました施政方針の中で、市職員に対するカスハラ対策の
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基本方針の策定、またフルネーム表記から氏のみに変更する取組について、ど

にように、令和 8年度当初から進められようとされているのか、消耗品等の計

上はあると思いますが少し詳しい内容を教えてください。 

企画総務部   まず、職員名札の表記の変更につきましては、令和 8年 4月から変更いたし

ます。現在フルネーム表記でございますけれども、それを名字のみの表記で、

漢字で書かせていただきまして、読みやすいように平仮名でふりがなも添える

という形に変更いたします。それからカスタマーハラスメント対策につきまし

ては、カスタマーハラスメント対策の基本方針と実際に現場で対応できるため

のマニュアル、この二つのほうの作成を現在行っているところです。原案の作

成のほうはできていますが、確定いたしましたら、来年度 4月から運用できる

ようにしていきたいと思っております。また、市民の皆さんへの周知も必要に

なってくると思いますが、適切なタイミングで、広報等で、市民の皆さんにも、

お知らせさせていただきたいと考えております。 

上田議長    議会事務局職員も市職員でございますので、全協とかで、議員のほうにも、

準備が整っているのであれば、ある程度、市民の方にお知らせするのは大切な

んですけど、議会のほうの全協でもちょっと時間をとって、お知らせを頂いた

うれしいなというふうに思っております。今年度中に作成すると、次は展開が

必要だというふうに思ってます。例えば録音機器を整備したり、マニュアル等

も必要と思いますが、その辺の次の展開を考えておられますか。 

企画総務部   基本方針とマニュアルにつきまして、議会の皆様にも、見ていただける機会

を設けさせていただけたらというふうに思っております。 

それと、来年度の取組につきましては、まずこういうのができたというこ 

とを市民の方への周知にまずは取りかかりたいと思っております。次に職員自

身もどういったものがカスタマーハラスメントに当たるのか、そういったとこ

ろも、十分認識をした上で、市民の方への対応というのを適切にしていく必要

があると思いますので、そちらについては研修等で共通認識を促していきたい

と思っております。あと機器的な部分での対応につきましては、篠山警察署に

お話を伺いに行ったときに録音機がすごく効果的ではないかというふうなこ

ともお聞きをしておりますので、電話の録音機の導入を検討していきたいと考

えております。 

安井副座長   23ページの廃棄パソコン売り払い収入っていうのは 10万と入っとるんです

けども、コンピューターはリースだとおっしゃってたんですけど、購入はどの

ぐらいあるんですか。 

企画総務部   来年度は、リースで導入の予定ですが、既にあるパソコンにつきましては全

て買取りで置いているものですので、入替えた後は、不要になるということで
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ございます。 

安井副座長   今、10万円が何台の値段なのですかっていうのを尋ねたんですけど。 

企画総務部   計算で言いますと、269台導入分が不要な分として出てきますが、引き続き、

使うケースもございます。またパーツを残してほかのものに充てるというもの

もございますので、厳密に何台というふうな想定をせず、今回は、以前の実績

で、令和 4年、令和 3年は 10万円程度でしたので、その金額で計上しており

ます。 

安井副座長   今まで、買取りでやってたのをリースに変えたわけです。教育委員会なんか

はずっと買取りもやられておりますけども、要するに今回買取りからリースの

ほうが得だというふうな点はどういうところだったんでしょうか。教えてくだ

さい。 

企画総務部   リースにしましたのは、特に今回 269台ということで、例年に比べて台数が

多くなりますので、財政的な面からも、負担を分担させるという意味で今回リ

ースというふうにしております。 

また、今後につきましては、可能な限りは買取りで対応できればというふう

に考えております。 

野々村委員   26ページの人事給与事務費の委託料のところで、人事給与システム保守料

っていうのは、昨年度が 354万 9000円のところ本年度が 107万になっており

まして、3分の 1以下になっとるんですがその辺、給与システム自体を何か変

更されたりするようなことがあったんでしょうかこの大幅な減額という理由

は何か。 

企画総務部   人事給与システムは、昨年、更新を行いまして更新手数料が令和 7年度は

200万ほどかかっておりますが、5年更新とさせていただきまして、令和 8年

度は更新がありませんのでその分が減額となっております。 

原田委員長   25ページを御覧頂いて、職員自主研修補助金というのが 32万ほど拠出され

てますけども、これのどういう研修内容で、どういう順番でとかあったら教え

てください。 

企画総務部  職員自主研修の内容につきましては職員が自分で企画するような研修になっ

ておりまして、今年度ですと、自治体学会長野大会への研修参加ですとか、業

務改善大会のほうにグループで参加したり、そうしたものに参加して研修をす

るというような内容を研修と認めまして、6名が参加しております。 

順番につきましては先着順で、予算の範囲内で行っております。 

 

安井副座長   21ページの印刷製本費 131万 5000円なんですけども、これは何部印刷され

て、どういうところに配布を考えておられるのかお尋ねします。 
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企画総務部   今の御質問についてですが、コンセプトブック 1500冊を印刷するのと、概

要版として 2万冊印刷する予定です。概要版については市民の皆様にも行き届

くように、世帯分を配付させていただくという予定です。 

安井副座長   今の説明では 2万冊の概要版は市民に全戸配布するということなんですけ

ど、1500冊はどういうところに配布というか、活用する予定なのかお尋ねし

ます。 

企画総務部   1500冊につきましては、主に職員や議会、それから丹波篠山国際博、日本

の美しい農村未来への取組を行った趣旨をより深く理解していただくために、

市内の各学校や、各種機関、また、自治会やまちづくり協議会など、まちづく

りに関わっていただく組織、など、また県の各種機関など公的な施設を中心に、

丹波篠山が取り組んだ日本の美しい農村を今後未来につないでいくための考

え方の整理を行ったものを、公的な機関と、市民でまちづくりを一緒に行って

いただく、まちづくりの関係者に配布を予定しております。 

安井副座長   1500冊っていうのが、例えば今おっしゃったのであれば、そんなにいるの

かなと思ってしまうんです。学校とか、要するに、学校にしたって議会にした

って、関連のところにしても、これの 3分の 1ぐらいで足りるんじゃないかな

と思ったんですがいかがですか。 

企画総務部   御指摘のとおり一旦これを配って終わるのではなく、この考え方を市内で広

めるだけではなく、丹波篠山市が進めている持続的な創造農村の取組というの

は、全国的にもモデルとなる取組だと自負しておりまして、視察などにも多数

お越し頂いたり、また創造都市や日本遺産を通して、ほかの自治体とも連携を

しておりますので、そういったところと一緒に研修をしたり、視察に訪れてい

ただいたりする際にも広めるために、一度印刷してそのタイミングで配って終

わりではなく、少し在庫を残しつつ、視察に訪れていただく皆様にも、お伝え

して配っていきたいと考えております。 

本多委員    15ページのホームページバナー広告料なんですけど、このホームページの

どのあたり３社分をどのあたりに掲載される予定でしょうか。 

企画総務部   1番下の部分に、現在も 3社掲載していますが、そこに掲載をするというこ

とになります。 

本多委員    財政持続的発展に向けた具体的な方策の中に広告料の確保で、新たに、広報

紙広告枠も拡大されてるのかなと思うんですけど、ホームページのほうについ

ては例年どおりという中での認識でよろしかったでしょうか。 

企画総務部   機会を見て、もちろん広告を出していただける企業さんを増やしていきたい

とは考えているんですけども、7年度中では、今のところをちょっと増やして

いただけそうなところがなかったので、予算としては据え置いているというと
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ころです。また 1年経過して更新のタイミングとかもありますので、そういっ

た、既にお世話になってる事業者さんを通じて、相談もしながら進めていきた

いと思っています。 

本多委員    広報紙のほうは広告掲載料の予算が 7年度と変わっています。これは枠を増

やされるという認識でよかったのかということと、ホームページの広告が、募

集ないっていうことであれば広報紙のほうは大丈夫なのかと思います。 

企画総務部  広告掲載のことですが、まず、今年度、金額を上げておりますのは、ここ 3

年間、ずっと金額が増えておりまして、コロナ禍のときに一旦下がったんです

けども、広告枠のサイズを増やしたり、あと、市内企業向けに広告掲載料を減

額したりということをした結果、今ではどんどん増えてきておりまして、今年

度は市内企業から 13社、市外企業から 2社、計 15社応募がありまして、これ

をどんどんとアピールして、掲載枠を増やしていきたいなと考えております。 

本多委員    広報紙のほうは順調ということでは理解します。ホームページのほうは、ど

のような内容で募集されてるのか分からないですけど、例えば、ページビュー

数や見られた回数であるとか、どれぐらい効果があるかっていうのを募集のと

きに示されてるかもしれないですけど、具体的にどういう効果があるかみたい

なお示し頂いたら結構な価値があるものなのかなというふうに認識頂けるよ

うな気がしますので、検討頂けたらと思います。 

安井副座長   先ほど聞いた、21ページの印刷製本費なんですけど、令和 7年度の当初予

算の説明資料を見たら全く同じことが載っています。令和 7年度も美しい農村

未来へコンセプトブックで 131万 5000円で、全く同じ、同じ金額なんです。

これ、同じ内容なんですか。それとも変わったんですか。 

企画総務部   印刷製本費は、令和 7年度の当初に予算を計上していたもので、当初、日本

の美しい農村へコンセプトブックとして丹波篠山国際博をやっていくための

考え方を市民に広めようというもので策定するということで、施政方針にも書

いてありましたし、各部署から記事を集めて、策定段階までは入っていたんで

すが、国際博を進めていく中で、今実施している現状のを冊子にまとめるので

は、現在やっていることを理解してもらったとしても、過ぎ去ってしまうもの

でもあり、国際博担当で、1年間を通して何をやるかという冊子は別につくっ

ていたということもありまして、それであれば今年度は冊子をつくるのではな

く、補正予算で 7年度は減額をしまして、この日本の美しい農村未来へのテー

マは未来へ引き継いでいくということが 1番の根幹のテーマであって、これを

未来に受け継ぐためには、市民の皆さんにもどのように考えていただくか、こ

の 1年間の取組を踏まえて一緒に考えていくための内容をもう一度整理し直

して冊子をつくり直そうということになりました。冊子の部数などの計画はそ
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のままですが、内容としましては、今、説明申し上げたようなことで変更する

ことになりました。 

安田副座長   最初に計画してたんだけど、途中、補正で減額し、今度は未来につなぐため

にやっぱりつくりますということですね。 

向井委員    コンセプトブックことですが、国際会議の最後に丹波篠山宣言されたんです

けども、丹波篠山宣言と、このコンセプトブックはどういうふうにつながって

いくんでしょうか。 

企画総務部   本日、午前中に日本遺産創造都市推進委員会がありまして、国際会議の振り

返りを、委員皆さんと一緒に振り返りしたのですが、この丹波篠山宣言が採択

されたということがとても意義のあることだと委員にも共感していただいて

いまして、特に次世代につないでいって次の子どもたちに私たちが守り継いで

きた伝統文化や芸術、それから農村の景観も含めた全てをどう築いていくかと

いうことが、今後この会議を開催して終わりではなくて、引き継いでいかなけ

ればならないということを確認したところです。そのため、この丹波篠山宣言

をまさに今後市民にもっと広めまして、大切に共有し、それを実現していくた

めに一緒にまちづくりに取り組んで頂こうということを広めることを、今回の

この冊子にも盛り込んでいきたいと考えております。 

上田議長    分かれば教えていただきたいんですけど、20ページと 21ページの特定財源

の中で、篠山ふるさと基金が 20ページでは 106万 5000円、21ページのブラ

ンド戦略の中では 596万とあるんですが、もし事業費の内訳の中でこれに充当

しておるんですよというのが分かれば教えてください。 

企画総務部    日本遺産創造都市推進事業の 106万 5000円については、日本遺産に関連

する事業内容に、基金を充当しているところです。 

ブランド戦略事業についてですが、こちらは丹波篠山黒豆ナイターに関連す

る予算について基金を充当しているというものになります。 

上田議長    ふるさと基金については、想いを持ってご寄付をいただいておりますので、

引き続き、適正な管理をお願いします。 

安井副座長   19ページにライセンス使用料として、広報編集ソフト 25万 8000円なんで

すけども、前年が 13万 6000円と 10万以上高くなったなというふうに思うん

ですがこれはどうしてですか。編集ソフトを変えられたのか、それとも値上げ

があったのか、その辺はいかがなんですか。 

企画総務部  昨年度の予算につきましては、2台分が計上されておりまして、今年度につき

ましては職員が 3名おりますので、3人分を計上したという金額になっていま

す。 

安井副座長   金額的に言うたら、13万 6000円から 25万 8000円やから、何か 1.5倍高く
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なってるなという感じするんですがいかがですか。 

企画総務部  毎年金額が上がってきているということがありまして、こういう形になってお

ります。 

野々村委員   20ページの日本遺産創造都市推進事業の旅費の部分、普通旅費 245万 9000

円、非常にまとまった金額でございます。ユネスコ創造都市ネットワーク総会

出席などとなっておりました。恐らく海外ではないかと思うんですが、非常に

財政が厳しい折、どこで開催されて、誰が出席されて、何人行かれるのか、丹

波篠山市に総会での役割があれば、役割、出席されるメリットというのはどう

いうようにお考えなのか。 

企画総務部   日本遺産・創造都市推進事業の普通旅費ですけども、1番大きなところでい

きますと、ユネスコ創造都市ネットワーク総会の出席の分です。市長の旅費と

職員、各 1名ずつ約 147万です。モロッコのエッサウィラというところになり

ます。 

ユネスコ創造都市ネットワークは定期的に評価頂く必要があるんですけど 

も、総会の出席というのも、加点ポイントにはなりますのでそれが必要になっ

てくる。ほかには国外ですと、4月に市長と職員 2名分の旅費ということで景

徳鎮での交流に行くという予定でございます。また、創造都市ネットワーク日

本で幹事会、部会があり各職員 1名で 3回分の予定をしております。 

企画総務部   少し補足させていただきます。今の御質問の中で、総会での役割ということ 

もお尋ね頂いたと思うんですが、ユネスコ創造都市ネットワークの総会に出席

しました場合、市長、副市長でしたら、市長フォーラムという会議が総会の中

では必ず設定されておりまして、そこで前もってスピーチをさせてほしいとい

う申込みをしておくと、スピーチの機会を頂きまして、丹波篠山市の取組を発

表させていただくということが一つございます。 

それから、今年度でしたら、国際会議を予定しておりましたので、それはサ

ブネットワークのクラフト部門別の会議ですが、丹波篠山で国際会議します

のでぜひお越しくださいというプレゼンテーションの時間も頂きまして、そ

のようなＰＲも総会で行っております。 

野々村委員    細かく説明していただきまして、不可欠な普通旅費だと考えました。 

安井副座長    今の件ですけども、リモート参加とかそういうのはないんですか。 

企画総務部   聴講する、様子を聞くだけでしたら、オンライン参加はできるんですけれど

も、今申し上げたように発言する機会ですとか、交流といったところは、や

はり現地に行って参加していないと発言ができません。会議がどのように進

んでいるかの様子は、オンラインで視聴することはできます。 

 

 


